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災害により発生する廃棄物（災害廃棄物） 

被災し使用できなくなったもの等を片付ける際に排出される廃棄物と、損壊家屋の撤去（必

要に応じて解体）等に伴い排出される廃棄物がある 

具体的には、紙、繊維類、プラスチック、木くず、畳・布団、ガラス、コンクリートがら、金属くず、

廃家電（４品目）、処理困難物（ガスボンベ・消火器等）など

生活に伴い発生する廃棄物 

生活ごみ、避難所ごみ、し尿（被災地以外で発生するごみやし尿も一体で管理） 

木くず 廃畳 コンクリートがら

金属くず 廃家電 処理困難物

注）川口市資料及び災害廃棄物対策フォトチャンネル（環境省）を参考に作成。

計画の目的 

１

被害の想定

対象とする廃棄物

災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を目的に、本市において想定される災害について、災害廃棄

物の発生量を推計し、組織体制、処理方法等を定め、「川口市災害廃棄物処理計画（本計画）」を

策定するものである。

写真で見る災害廃棄物

＜地震災害＞
本市の地域防災計画に従い、被災建物棟数と避難所避難者数が最も多い被害想定の震度７

（冬１8時、風速７ｍ/ｓ）とする。

想定地震 全 壊 半 壊 合 計 避難所避難者数

震度７ 22,４９５棟 30,４23棟 ５2,９１8棟 ５７,683人 

＜風水害＞
荒川水系と利根川水系の７河川が同時に氾濫した場合の被害を想定する。

浸水建物数 罹災世帯数 罹災者数 

１１９,3９５棟 １４７,１08世帯 288,９3５人 



基本方針１ 計画的かつ迅速な処理 

公衆衛生を確保し、生活環境を保全するとともに、迅速な復旧・復興に資するため、災害廃

棄物の発生量や被害状況等を的確に把握し、国や埼玉県等とも連携のうえ、計画的かつ迅

速に処理を行う 

基本方針２ 安全確保・環境への配慮 

建築物の解体や災害廃棄物の収集運搬、保管、処理等の作業実施にあたっては、安全性を

確保しつつ、大気質、騒音・振動、水質、土壌、悪臭等、周辺生活への影響に十分配慮する 

基本方針３ 分別・リサイクルの推進 

災害廃棄物の仮置場への搬入時や損壊家屋等の解体・撤去時等から可能な限り分別を行

い、選別・破砕等によりリサイクルすることで、埋立処分量の低減を図る 

本市で発生する災害廃棄物は、３年以内に処理を完了させることを目標とする。

内 容 処理目標期間

災害廃棄物の撤去（道路上や生活域近辺のもの） ６か月以内

一次仮置場への搬入完了（損壊家屋等の解体・撤去を含めた全ての災

害廃棄物）
２年以内

一次仮置場からの搬出完了（二次仮置場への搬入完了） ２年６か月以内

分別・処理・再資源化完了 ３年以内

処理目標期間 

基本方針 

組織体制

環境衛生部の各班は、平常時における環境部に所属する職員で構成される。さらに、他市町村

等と災害時の相互応援協定に基づき、受援・支援を実施する。

２

※D.Waste-Netは環境省が運営する

災害廃棄物対策の専門家集団。

連携 他市町村

埼玉県

国

廃棄物対策
アドバイザー

Ｄ.Ｗａｓｔｅ-Ｎｅｔ※
環境総務班  廃棄物対策班  収集班 

環境保全班   戸塚環境センター班

朝日環境センター班  し尿処理班

川口市災害対策本部

環境衛生部

（災害廃棄物処理）

２



業務内容 実施者 対応班 連携班 

官地の廃棄物撤去 

※公道含む 
管理者 

環境総務班 
廃棄物対策班 
収集班 
戸塚・朝日環境センター班 

道路班 
公園班 
河川班 
学校再開班 
保育所等再開班 

民地の廃棄物撤去 

※私道含む 
所有者 
管理者 

環境総務班 
廃棄物対策班 
収集班 
戸塚・朝日環境センター班 

ボランティア班 

損壊家屋等解体撤去 
土地所有者 
家屋所有者 
居住者 

環境総務班 
廃棄物対策班 
戸塚・朝日環境センター班 

住家の被害認定調査班 
罹災証明受付・発行班 
建築物等危険度判定班 

し尿処理 
所有者 
管理者 

環境総務班 
廃棄物対策班 
し尿処理班 

戦略立案室 

分別・処理・再資源化 

環境総務班 
環境保全班 
廃棄物対策班 
収集班 
戸塚・朝日環境センター班 

広報班 
本部運営班 

二次災害の防止 
環境保全班 
戸塚・朝日環境センター班 

予防班 
警防班 

進捗管理 
環境総務班 
廃棄物対策班 
戸塚・朝日環境センター班 

情報収集・整理班 
戦略立案班 

広報 
環境総務班 
廃棄物対策班 

広報班 
本部運営班 

総合調整 
環境総務班 
廃棄物対策班 

環境衛生部全班 

想定災害 木くず 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属くず その他 合 計 

地震災害 ４７４ 206 １,02４ １,6４１ ４0 ７１ 3,４５５

風 水 害 ５0４ 6５0 806 １,４8９ ４９ 86 3,５8４

発災後
期 間

処理能力 
（ｔ/日） 
Ａ

稼働日数 
（日/年） 
Ｂ

影響率 

Ｃ

処理能力 
（ｔ/年） 

Ｄ=Ａ×Ｂ×Ｃ

年間処理量
（ｔ/年） 
Ｅ

処理可能量 
（ｔ/年） 
Ｆ=Ｄ-Ｅ

１年目
５80 
（７20） 

280 0.７９ 
１28,2９6 
（１５９,26４） 

１3７,6１１ 
▲９,3１５ 
（2１,6５3） 

２年目
５80 
（７20） 

280 １.00 
１62,４00 
（20１,600） 

１3７,6１１ 
2４,７8９ 
（63,９8９） 

３年目
５80 
（７20） 

280 １.00 
１62,４00 
（20１,600） 

１3７,6１１ 
2４,７8９ 
（63,９8９） 

合 計 － － － 
４５3,0９6 
（５62,４6４） 

４１2,833 
４0,263 
（１４９,63１） 

注１）処理能力は、朝日環境センター280ｔ/日（２炉）、戸塚環境センター（現施設）３００ｔ/日とした。 

注２）朝日環境センターを３炉稼働（４20ｔ/日）と仮定した場合を下段（ ）内に示した。 

業務の概要 

３ 

災害廃棄物量の推計

業務内容及び実施者に関連する各班との連携について以下に示す。 

本市の焼却施設における３年間の処理可能量は約４万ｔであり、処理能力の不足が想定される。

（単位：千ｔ）

※四捨五入で合計が一致しない場合がある。 

＜焼却施設の処理可能量試算＞



４

＜仮置場必要面積の推計＞

災害廃棄物の発生量から試算した結果、仮置場の必要面積は下記の通りとなる。

想定災害 不燃物 その他 合 計 

地震災害 １2.４ｈａ 0.９ｈａ １3.3ｈａ 

風 水 害 ９.8ｈａ １.0ｈａ １0.8ｈａ 

処理フロー

木くず

処理・処分先

(再資源化含む)

コンクリート
がら

仮置場

（分別・下処理）

朝日環境センター

戸塚環境センター

(焼却・破砕・選別)

解体現場

建物解体に伴う廃棄物

最終処分場等

不燃物

可燃物

金属くず

その他

被災現場

木くず

金属くず

コンクリート
がら

その他

不燃物

可燃物

片付けごみ等の廃棄物

仮置場

（分別・下処理）

朝日環境センター

戸塚環境センター

(焼却・破砕・選別)
処理・処分先

(再資源化含む)

最終処分場等



項  目 周 知 内 容 

排 出 先 ■戸別（自宅前）  ■集積所 

分 別 

■可燃物 

〇 生ごみ等腐敗するもの、木くず、紙類、繊維類 等 

■不燃物 

〇 家電４品目、ＰＣ 等 

■金属くず 

〇 小型家電、金属製家具、缶詰の缶、鍋、フライパン 等  

■粗大ごみ 

〇 木製家具、布団、畳 等（一辺が４０㎝以上のもの） 

■コンクリートがら等 

〇 コンクリート片、コンクリートブロック 等 

■その他 

〇 ガスボンベ、消火器、電池、水銀が使用された製品 等 

損壊家屋 

■対象となる家屋 

〇 住家の被害認定調査班により認定された家屋 

■解体等の支援について 

〇 公費解体（必要書類、解体前に申請者のすべき事項 等） 

留意事項 

■災害廃棄物であることの証明方法 

〇 住所記載の身分証明書、罹災証明書 等 

■禁止事項 

〇 便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄、野焼き 等 

■集積所 

〇 平常時どおり生活ごみの排出に限る 

災害廃棄物に関するパンフレット（令和２年 １０月、川口市）の抜粋 

市民等への周知・啓発 

５ 

災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するためには、災害廃棄物の排出方法・ルール等についての市民

の理解が重要であることから、ごみの排出ルール（分別方法、便乗ごみの排出禁止）等の情報につい

て、平常時から周知・啓発を行う。 



＜し尿処理発生量の推計＞

想定災害 総人口 避難者数 
上水道 
断水率 

災害用トイレ 
必要人数 

し尿処理 
発生量 

地震災害 
60５,７80人

５７,683人 ７0.５％ 2５0,3７8人 ４28ｋｌ/日 

風 水 害 8１,９0４人 6１.6％ 2４2,７５8人 ４１５ｋｌ/日 

＜し尿処理可能量の試算＞
（単位：ｋｌ/日）

想定災害 
災害関連の 

し尿発生量 

通常の 

処理量 
計 

し尿処理 

施設の処理能力

能力の 

過不足 

地震災害 ４28 
９５ 

５23 
１４0 

▲383 

風 水 害 ４１５ ５１0 ▲3７0 

＜し尿処理フロー＞

＜処理施設と業務の事前対策＞
一般廃棄物処理施設の地震に対するさらなら強靭化や水害対策について検討を進めるととも

に、補修体制の整備を図る。あわせて、業務継続計画（ＢＣＰ）の考え方を導入し、災害時の適切な

対応を図る。

〇一般廃棄物処理施設の強靭化 〇業務継続計画（ＢＣＰ）

＜災害廃棄物処理のマネジメント＞
災害廃棄物等の迅速かつ円滑・適切な処理を実現するため、処理状況、業務の達成状況、人材・資

機材、仮置場や処理施設等の状況を把握し、進捗管理を行う。

〇災害廃棄物処理事業の進捗管理 〇災害廃棄物処理事業費の管理

〇災害廃棄物処理の記録

し尿の処理

事前対策とマネジメント

６

下水道に接続

された施設

被災地、避難所等に設けられた

災害用トイレ（仮設・マンホール等）

汲取り便槽

浄化槽

下水道施設 焼却施設 し尿処理施設



７

災害時には通常業務に加え、一時的に大量の業務が発生するため、これらの業務を適正に対応で

きる人材と能力の開発が必要である。そのため、講義・図上演習・訓練等、年次と経験に応じた研

修を実践し、知識習得、能力向上、技術深化を図る。

〇災害廃棄物に必要な人材及び能力 〇研修・訓練による人材育成

災害廃棄物分野における研修体系の事例

研修の類型 災害廃棄物分野で想定される研修内容

講 義

①被災経験者による過去の災害廃棄物処理事例における課題やノウ

ハウに関する講義

②有識者による一般化された知識を体系的に習得する講義

演
習
（参
加
型
研
修
）

討論型図上演習

③所与の被災状況における災害廃棄物処理の状況（発生する課題）と

対応策を議論するワークショップ

④所与の被災状況における災害廃棄物処理の具体的な対策を試行す

る机上演習

⑤災害エスノグラフィー※に基づいた個別の災害廃棄物処理局面（仮

置場の管理等）における様々な判断を題材としたグループディスカ

ッション

対応型図上演習

（問題発見型）

⑥実際にあった過去の災害廃棄物処理の状況に沿った状況付与を災

害時間に沿って行い、現行体制の問題点を整理する机上演習

対応型図上演習

（計画検証型）

⑦事前に策定した災害廃棄物処理計画を用い、実際の災害状況を模

擬して付与される状況（課題）に対応できるか検証する机上演習

訓 練
⑧混合廃棄物や有害廃棄物の分別・取り扱い訓練、仮置場での実働訓

練（実技）

※災害エスノグラフィーとは、被災者の体験談（「語り」）を基に、災害時の具体的なプロセス（避難、生活再建など）を時

系列で再現・体系化した「災害の生きた記録」です。

７

＜災害廃棄物処理に関する教育・訓練＞


